
議案第１０７号 

 

   市道路線の廃止及び変更について 

 

 下記の路線を廃止及び変更したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第１０条第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和６年１１月２１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

記 

 

廃止及び変更する路線 

変更前 変更後 

路線名 起終点 路線名 起終点 

津井 14号

線 

起点 
南あわじ市津井 

1376番地先 津井 14号

線 
廃 止 

終点 
南あわじ市津井 

1338番地先 

市５号線 

起点 
南あわじ市市 

小井 439番１地先 
市５号線 

起点 

南あわじ市八木 

寺内 1306番２地

先 

終点 
南あわじ市八木 

新庄５番１地先 
終点 

南あわじ市八木 

新庄５番１地先 

阿万 61号

線 

起点 
南あわじ市阿万 

下町 136番１地先 阿万 61号

線 

起点 
南あわじ市阿万 

塩屋町 390番地先 

終点 
南あわじ市阿万 

塩屋町 416番地先 
終点 

南あわじ市阿万 

塩屋町 416番地先 

 



 



路線の変更位置図

津井14号線

市5号線

阿万61号線



 

津井14号線

廃止路線



変更路線

市5号線



変更路線

阿万61号線


